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　こんな事件がありました。登記事

項証明書の表題部には「地籍調査に

よる訂正」と記載があり、敷地面積の

訂正が行われていました。地積測量

図を見ると、「国土調査による地積測

量図」となっていますが、敷地面積は

登記事項証明書の数値と相違してい

ました。すぐに登記の表示係に尋ね

ると、「記載ミス」ということが判明し、

登記事項証明書の訂正が行われた

のです。このように容易にわかるよう

な表示には注意が必要です。

 

　最高裁は、不動産登記の公信力に

ついて次のように述べています。

　「不動産登記には公信力はないけ

れども、不動産の取引には登記簿の

記載を一応真正なものと信ずるのが

通常であり、特に登記簿上の該当不

動産の前所有者と記載されている者

が登記書類の偽造により登記官吏

を欺いて真実に反して前所有者とし

て掲記されているようなときは、取引

の相手方がその登記の記載を真正

なものと信ずるのは当然である。なぜ

なら、不動産の取引をする者に登記

簿の記載以外に登記簿上記載され

た該当不動産の所有名義人を順次、

廻ってそれが真実の所有者であり所

有者であつたことを調査することを

要求することは通常至難なことと言

わなければならないからである」（昭

和43年6月27日、最高裁判決）。「不

動産の取引には登記簿の記載を一

応真正なものと信ずるのが通常」で

ある、と説明することがポイントです。

 

　「土地上に建物の登記記録がある

場合に交付してください」と提出した

申請書が、“底地上なし”として返却

された場合、その申請用紙について、

「登記官が調べた結果、土地上には

登記された建物の登記記録がないと

回答をした書類です」と説明すること

がポイントです。忘れずに重要事項

説明書に添付します。

 

　「当該地積測量図は確定地積測

量図であるか」と考える場合、「隣接

地主の境界立会協議書がある図

面」、「法務局の処理印の押印のある

図面」、「確定測量図と明記された図

面」、「平成17年3月7日以降に作成

保存された図面」、「地籍調査により

作成された図面」などが該当すると

いうことがポイントです。

　また、地積測量図の作成年月日を

確認した際に、相当に古い作成年月

の場合、「古い測量図ですので参考

です」という説明をするのではなく、

「昭和52年9月3日以前に作成され

た地積測量図は、法務省が信ぴょう

性が低いとしている時期のものです。

現況寸法と相違しています。」と説明

することがポイントです。もちろん、現

地照合において「おおむね照合一

致」しているときは、相違しているとい

う説明は不要です。

 

　買主の契約内容が一般住宅の新

築ではなく共同住宅の場合、重量物

対策としてコンクリート基礎等を地

中深くに使用する場合がありますの

で、「取引対象地に、地下室があるか

否かの確認のための書類が、閉鎖建

物登記簿謄本、閉鎖建物登記図面

です」と説明することがポイントです。

万一、このようなものがあった場合

は、売主に、「地下室の撤去はどのよ

うにされたか？」と聞き取りをします。

 

　この地図には、海抜が記載されて

おり、入手ができた場合は、消費者に

とってはとても親切です。「この付近

の海抜は、－0.90ｍです」と、この地

図で説明をすることがポイントです。

クレーマー対策には必須です。

 

　公図には、「地図」という場合と「地

図に準ずる図面」という場合がありま

す。地図は、「不動産登記法17条所

定の登記所備付地図（いわゆる17

条地図、現在は法14条地図）は、現

地指示能力及び現地復元能力を有

し、土地の所在、範囲を特定する際

の重要な資料」（平成9年7月15日、

最高裁判決）で、「証拠能力は高い」

と説明します。一方、「地図に準ずる

図面」の場合は、「証拠能力はなく、

参考として交付されているもので、現

況と相違していることが多くある」と

説明することがポイントです。

 

　旧紙公図は、前面道路が公道で

建築基準法第42条第2項道路に該

当する場合、「元の公道の幅員を確

認して、中心線から２ｍの敷地後退

線を推定するための図面です」と説

明することがポイントです。登記所で

はカラーによる図面が交付され、法

務局の証明印が押されます。ただし、

区画整理事業などにより換地された

物件の場合は、旧紙公図を入手でき

ない場合があります。

　取引対象地の隣接地に嫌悪施設

を建設する可能性のある企業等が

存在しないことの確認のための書類

です。例えば、ゴミ処理工場やガソリ

ン給油メーカーなどではないかを確

認します。この書類には、登記所の押

印がありませんので、必ず、手書きで

も構わないので、交付した登記所名

と日付を上部の空欄に記載した上

で、添付します。つまり、「調査を実施

した時点で、隣設地には嫌悪施設が

ないことの確認をした書類です」と、

説明することがポイントです。

不動産コンサルタント

津村 重行
三井のリハウス勤務を経て有限会社津村事務所設立。2001年有限会社エスクローツムラに社名変更。消費者
保護を目的とした不動産売買取引の物件調査を主な事業とし、不動産取引におけるトラブルリスク回避を目的
に、宅建業法のグレーゾーン解消のための開発文書の発表を行い、研修セミナーや執筆活動等により普及活動
を行う。著書に『不動産物件調査入門 実務編』『不動産物件調査入門 取引直前編』（ともに住宅新報出版）など。

隣接地の登記事項要約書

2,500分の1の都市図

公図

旧紙公図

ポイント1 ポイント2

　下記のように、2,500分の1の都市図には、海抜が記
載されています。この場所付近は、海面より0.90ｍ低い
地勢のため、特に、洪水対策に対しては神経を使う地域
です。このような場合は、過去の浸水被害履歴などの情
報を集めて、
買主に告知
すると、不安
を解消され
る場合があ
ります。

＜2,500分の1都市図＞

　下記のように、隣接地の登記事項要約書を取得した
際、法務局の押印がないため、手書きでもいいので、必
ず、交付をした法務局名と交付日を記載することがポイ
ントです。「この日付の時点で、隣接地の調査において
は、嫌悪施設
を計画する
企業の存在
等の情報は
知りえなかっ
た」という証
拠の書類と
なります。

＜登記事項要約書＞
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北海道

宮城県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

合同会社　Doors

マリーゴールド　株式会社

株式会社　ライフオフィス

RooMee　合同会社

たつみ建設　株式会社

浅見不動産

株式会社　たまには

インスカウト不動産

アート　株式会社

株式会社　グリーンハウジング

株式会社　テンワークス

なかよし　株式会社

メディカルアシスト　株式会社

株式会社　林内装

株式会社　ワンレクト

株式会社　アザレアハウジング

株式会社　ＴｉＴｌｅ

有限会社　處建業

株式会社　アーレント

あとりえ

ｙｅ　株式会社

家ｃｏｍ　株式会社

イナバクリエイト　株式会社

株式会社　いろはホーム

株式会社　ヴィサイン

Ｗｉｚ　株式会社

株式会社　ウィルプロパティ

株式会社　ＥＸＴＩＡ

株式会社　ＳＩソーラー

株式会社　ＥＶＥＳＴ

有限会社　エム・エム商事

株式会社　Ｅｍｔｒａｎｓｅ

ＧＯＣＯＣＨＩ　株式会社

サンフロンティアホテルマネジメント　株式会社

株式会社　シブテナ

ｚｉｎｅ　株式会社

株式会社　すまいとおかね

合同会社　ＳＥＭＳ

株式会社　相続コンサル

株式会社　鉄壁

Ｔｏｋｙｏ　Ｃｉｔｙ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ　株式会社

株式会社　トクシー

株式会社　都市計画ラボ

なごみ行政書士・不動産事務所

株式会社　Ｐｕｒｐｌｅ　Ｃａｐｉｔａｌ

株式会社　ＢＥＳＳパートナーズ

ホーパーズ　株式会社

まめや地所　株式会社

有限会社　萬寿

株式会社　碧屋

札幌市

札幌市

札幌市

札幌市

仙台市

古河市

足利市

邑楽郡

南埼玉郡

新座市

さいたま市 

深谷市

さいたま市 

川口市

鶴ヶ島市

松戸市

市川市

いすみ市

町田市

台東区

中野区

足立区

品川区

府中市

江東区

港区

練馬区

港区

中央区

豊島区

港区

八王子市

中央区

千代田区

渋谷区

港区

豊島区

千代田区

足立区

渋谷区

千代田区

渋谷区

千代田区

千代田区

中央区

渋谷区

千代田区

府中市

千代田区

渋谷区

茨木市

豊中市

大阪市

大阪市

大阪市

寝屋川市

大阪市

守口市

吹田市

大阪市

門真市

大阪市

大阪市

大阪市

東大阪市

東大阪市

吹田市

大阪市

西宮市

西宮市

香芝市

倉敷市

広島市

広島市

福山市

広島市

光市

山口市

鳴門市

仲多度郡

高松市

松山市

福岡市

福岡市

北九州市

飯塚市

福岡市

福岡市

福岡市

北九州市

糟屋郡

長崎市

別府市

那覇市

那覇市

中頭郡

南城市

浦添市

沖縄市

東京都

神奈川県

新潟県

富山県

長野県

岐阜県

静岡県

滋賀県

京都府

大阪府

大阪府

兵庫県

奈良県

岡山県

広島県

山口県

徳島県

香川県

愛媛県

福岡県

長崎県

大分県

沖縄県

一般社団法人　高齢者とその家族の暮らし研究会

株式会社　三省

株式会社　７ＡＲＣ

合同会社　Ｚ’ｘｅｎｔ　Ｐｒｏ

株式会社　ダイハツ不動産

株式会社　Ｔ・Ｍエステート

株式会社　HaKu

有限会社　ファーストエステート

株式会社　フォレストハウスＮｅｏ

株式会社　福樹

株式会社　ホームコネクト

増井総計　株式会社

株式会社　万恵

ｍｏｏｎ 　ｒｅａｌ　ｅｓｔａｔｅ

株式会社　大和HOMES

佳乃坊不動産販売　株式会社

株式会社　REAL ONE

株式会社　リミテート

株式会社　エイチケイ

エスター不動産販売　株式会社

九　株式会社

坂本興業

株式会社　天一産業

株式会社　網本工業

京里不動産

住むりえ　株式会社

株式会社　ｔｈｅ ＨＯＵＳＥ

株式会社　木冬妓

近藤不動産

株式会社　ZERO

株式会社　トータルサポートアキラ

めばえ不動産

株式会社　atrium

株式会社　ECP

株式会社　うさぎや

株式会社　きびる不動産

株式会社　九州地域研究社

福岡土地　株式会社

山秀不動産

株式会社　REH　HAUS

株式会社　Label  Design

ナカノ不動産

株式会社　フーガ

株式会社　サンエム沖縄

021不動産

株式会社　てぃちなー

ＨＯＭＥ１１０

松田ハウジング

株式会社　ＷＯＮＤＥＲ　ＢＡＬＬ

新宿区

港区

羽村市

渋谷区

渋谷区

杉並区

豊島区

国分寺市

新宿区

豊島区

千代田区

港区

横浜市

横浜市

横浜市

藤沢市

平塚市

厚木市

川崎市

横浜市

川崎市

横浜市

新潟市

新潟市

富山市

飯田市

岐阜市

大垣市

熱海市

浜松市

三島市

彦根市

京都市

相楽郡

京都市

京都市

京都市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

大阪市

枚方市

大阪市

大東市

堺市

東大阪市

大阪市

メープルネットワークス　株式会社

ＵＥＪキャピタルワークス　合同会社

株式会社　ヨツバデザイン

リアルネットエステート　株式会社

株式会社　リアンデザイン

株式会社　ＲＩＯ

ＲＥＳＴＡＲ　ＰＲＯＰＥＲＴＩＥＳ　株式会社

Ｒｅｍｉｎｄ　株式会社

株式会社　リンクプロジェクト

株式会社　Ｒａｉｎｂｏｗ

株式会社　Ｒｅｓｕｍｅ

有限会社　ワイコー

株式会社　アースリアルエステート

株式会社　ウェルス

株式会社　エーアイエス企画

有限会社　Ｃ不動産

株式会社　Ｓｉｍｓハウジング

合同会社　ショウカ

株式会社　媛ホーム

ベイスタイル　株式会社

ホームライフ　株式会社

茂木地所　有限会社

有限会社　全建企画

株式会社　BasicBox

ＴＵＭＵＧＵ不動産　株式会社

株式会社　One Made

株式会社　ハーベスト

株式会社　BIG　DADDY不動産

株式会社　ＡＴＭ１７

株式会社　貢献不動産

株式会社　春Ｌｅａ

ライパーセル　株式会社

合同会社　Ｎｏｒｉｚｏｎ

堀江一級建築設計事務所

株式会社　ミュートス

株式会社　立地計画

株式会社　ＲＡＹＨＯＭＥ

株式会社　ＩＣコーポレーション

アゲハ総合鑑定　株式会社

アップランド　株式会社

イズミハウス　株式会社

株式会社　ウォーレン

株式会社　Ａｃｅ

株式会社　エステートミヨシ

ＥＳＴ不動産

株式会社　ＬＩＨ

株式会社　縁

茅乃杜　合同会社

株式会社　関西エース不動産

有限会社　旭興ホールディングス

都道府県 市区町村 商号名称 都道府県 市区町村 商号名称都道府県 市区町村 商号名称

1月末正会員：34,051  従たる事務所：3,931

新入会員名簿
Initiate Member

［令和4年1月］

令和８年度４万社達成を目指します！
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! 協会からのお知らせ Information

【国土交通省住宅局住宅生産課】住宅ストック維持・向上促進事業
（良質住宅ストック形成のための市場環境整備促進事業）のご紹介

　令和３年度に６年目を迎えた本事業の内容についてご紹
介いたします。令和４年度においても事業継続を予定してお
りますので、皆さまのご参画を心よりお待ち申し上げます。

【事業目的】
　国土交通省では、良質な住宅ストックの活用を図るた
め、長期優良住宅や住宅性能表示、瑕疵保険、インスペク
ション、「安心Ｒ住宅」制度、住宅履歴等の住宅の性能の確
保や客観的な評価に係る各種制度の整備を進めて参りま
した。本事業は、これらの制度を活用し、維持管理やリ
フォームの実施などによって、住宅の質の維持・向上が適正
に評価されるような、住宅ストックの維持向上・評価・流
通・金融等の一体的な仕組みを開発・普及等する取組に対
する支援を行うものです。本事業で採択する取組がモデル
プロジェクトとなり、良質な住宅ストックの資産価値が適
正に評価され、維持管理やリフォームの実施にインセン
ティブが働く、既存住宅流通・リフォーム市場が実現される
ことを目指しています。
【事業内容】
　良質な住宅ストックの形成、適切な維持管理の実施、適
正な資産価値評価を踏まえた先導性の高い新たな金融・

※令和4年度の事業内容は、過年度の内容から一部変更する場合
がございます。あらかじめご了承ください。

※上記予定は変更となる場合がございます。あらかじめご了承くだ
さい。

流通商品等の仕組みの開発および、当該仕組みを活用した
住宅の普及に取り組む協議会の体制整備・周知・性能維持
向上事業への支援等を行い、事業に伴って発生する以下の
費用について補助しています。

(1)開発に係る費用
【上限2,000万円／事業、補助率：定額）】

(2)体制整備・周知に係る費用
【上限1,000万円／事業、補助率：定額】

(3)性能維持・向上に係る費用【上限100万円／戸】

※詳細は国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/
jutakukentiku_house_mn4_000006.html

※取組事例はニッセイ基礎研究所HP
　https://nlir-housing-value.com/example/

【今後のスケジュール（予定）】
募集開始日 令和4年4月上旬
募集締切日 令和4年4月下旬
採択結果通知日 令和4年5月下旬
事業実施期間 交付決定日～令和5年2月1日

【市場において】
良質性を評価できる仕組みが

整備されていない

新築、リフォームの計画・設計
建築士

●長期優良住宅
●住宅性能表示
●瑕疵保険
●インスペクション
●住宅履歴  等

維持向上・評価等

一体的な
仕組み

●実質的な残存耐用
　年数の評価
●買取保証
●借上保証
●割引金利、
　融資可能枠の拡大
●ノンリコースローン
●リバースモーゲージ  等

流通・金融等

協議会が行う
・仕組みの開発
・体制整備と周知
・性能維持向上
を国が支援する

・新築、リフォームの施工
・維持補修

工務店
・インスペクション
・住宅履歴の蓄積・管理

検査・履歴業者

・良質性の値付け・鑑定評価
・買取、貸付保証

宅建業者・不動産鑑定士
ローン商品等で
住宅の良質性を評価

金融機関

・既存住宅の商品化
・ブランド化をプロデュース

企画者 
（プロデューサー）

現状の悪循環

【個々の住宅の】
良質性が評価されない

【住宅所有者等が】
維持管理・リフォームをしない

良質性が評価される場合

経過年数

資産価値
（建物）

良質性が評価されない場合

【市場において】
良質性を評価できる仕組みが

整備される

良質な住宅が適正に評価される好循環

【個々の住宅の】
良質性が評価される

【住宅所有者等が】
維持管理・リフォームをする

1. 現状の課題と方向性

2. 事業イメージ

関係主体が連携した協議会

長期使用構造

良質な住宅ストックによる市場の好循環を促す
維持向上・評価・流通・金融等の一体的な仕組み

・リフォーム
・インスペクション

・瑕疵保険
・履歴
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Activity Condition地方本部の動き

小牧市と空家等対策に関する協定を締結

REPORT

清須市と空家等対策に関する協定を締結
REPORT

　愛知県本部は、令和３年11月１日（月）、小牧市役所において、小牧市と空家等対策に関する協定締結式を行いました。
　本協定では、小牧市および（公社）全日本不動産協会愛知県本部が相互に連携・協力することで、空家等の流通及び
活用を促進し、空家等の発生の抑制及び適切な管理を図ることにより、総合的な空家等対策を推進するとともに、「住みた
くなる」、「住みつづけたい」小牧を目指すことを目的としています。同様の協定は愛知県内の自治体等で４例目となりました。

左から：萩原本部長、山下市長
（小牧市役所にて）

左から：萩原本部長、永田市長
（清須市役所にて）

　愛知県本部は、令和3年11月18日（木）、清須市役所において、清須市と空家等対策に関する協定締結式を行いました。
　この協定は、清須市に所在する空家等への対策を相互に連携・協力し、目的なく承継される空家等の発生抑制、空家
等の管理の適正化、流通および活用等の総合的な空家等対策を推進することを目的としています。同様の協定は愛知県
内の自治体等で５例目となりました。

あま市と空家等対策に関する協定を締結
REPORT

　愛知県本部は、令和３年12月17日（金）、あま市役所において、あま市と空家等対策に関する協定締結式を行いました。
　この協定は、あま市および愛知県本部が相互に連携・協力し、空家等の発生の未然防止、管理の適正化、流通・活用
等の空家等に関する対策を推進することを目的としています。同様の協定は愛知県内の自治体等で６例目となりました。

愛知県本部

左から：倉知理事、萩原本部長、山下市長、
長谷川理事

萩原本部長のあいさつ 締結後の懇談の様子

左から：森名西支部長、渡邊副本部長、
村上市長、萩原本部長、久野事務局長

左から：萩原本部長、村上市長
（あま市役所にて）

締結後の懇談の様子

協定締結書に署名 締結後の懇談の様子
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不動産無料相談会を開催

REPORT

　令和３年11月３日（水）10時30分から16時30分、愛媛県内の鉄道（郊外電車・市内電車）・バスを運営する㈱伊予鉄道
の起点である松山市駅に併設された伊予鉄高島屋９階・ローズホールにて「無料相談会」を開催しました。
　例年、10月１日、不動産の日に開催していますが、県内の新型コロナウイルス感染者が大幅に増加したことにより順延し、
事前受付による完全予約制にて行いました。ご覧のとおり、会場スペースも広くとり、飛沫防止の机上シールドを設置し、マ
スク着用、受付では、自動検温器、アルコールスプレーを設置して相談者に対応しました。毎年、約60名程度の相談者が訪
れますが、今回は完全予約制のため、相談者数は
17名となりました。少人数でしたが、時間的な余裕
もあったことから、一人当たりの相談時間（30分）は
例年に比べ長くとることができました。対応した弁
護士、税理士、愛媛県本部の相談員は、真剣に相
談者からの相談に応じていました。

愛媛県本部：相談員及び事務局（受付）
前列左から：近藤副本部長、京河副本部長、上谷本部長、川添副本部長、沖野事務局長
後列左から：浅海理事、美崎副本部長、松本理事、大原理事、杉浦理事、山﨑事務主任

愛媛県本部



M
O

N
T

H
L

Y
R

E
A

L
 E

ST
A

T
E

M
A
R
C
H

2
0
2
2

公益社団法人 全日本不動産協会
公益社団法人 不動産保証協会

発 行 所

スマホの場合は、ここからアクセスしてね！

「ラビーネット不動産」では、物件の検索をはじめ、
本誌に掲載されている「不動産お役立ちQ＆A」を閲覧できます。
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全日ステップアップトレーニング
重要

不動産調査実務編ｅラーニングで学ぶ不動産調査実務編
ラビーネットのID・パスワードでログイン！

ラビーネットログイン 検索

プロローグ  不動産調査の全体像と調査の流れ　
第1章　不動産情報の入手と現地調査前の情報収集 
第2章　現地調査 
第3章　法務局調査 
第4章　役所調査 
第5章　インフラ（ライフライン）調査 
第6章　区分所有建物（分譲マンション）調査

※受講にあたり、ラビーネットのID・パスワードが必要になりま
す。新規加入、ID不明の場合は所属のサブセンターまたは

　所属本部にご確認ください。
※ｅラーニングはインターネットを利用したWeb研修です。動画を安定して閲覧できる環境でご利用ください。

ｅラーニングContents【物件調査編】

会員
限定

無料

写
真
や
図
解
で

解
り
易
く
説
明
！

ｅラーニングで学ぶ

New!
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